
平成２９年度６月補正予算の概要 

 新たな生涯スポーツの拠点となる総合体育館の指定管理料のほか、市民の皆様の健康増進に寄与する公民館の健康器具の更
新、未来の三木を担う子どもたちの学校情報教育機器の更新など、緊急を要する経費について補正予算を編成しました。 

会 計 名 補正前の額 補正額 計 

一  般  会  計 （第１号） 30,880,000 73,417 30,953,417 

（単位：千円） 

事 業 名 予 算 額 

□ 小中特別支援学校の授業で使用するコンピュータ教室などのサーバや情報教育備品の更新等  3,814万円 

☆ 新たな生涯スポーツの拠点となる総合体育館の指定管理料（H29.8～H30.3） 2,900万円 

☆ コミュニティ助成事業により東條町屋台の水引幕を修理 250万円 

○ 水の流れを妨げている河川敷の竹を伐採（美嚢川：吉川町渡瀬） 200万円 

□ 公民館の健康器具を更新（ウォーキングマシン：1台、電位治療器：10台） 178万円 

 【補正予算の内容】 

☆：新規事業、○：拡充事業、□：その他の事業  

【補正予算の規模】 


